


 

                                                         

 

令 和 ５ 年 １ 月 １ ８ 日  

 

 

 

令和４年度第９回東京都私立学校審議会（第８２２回）議案 
 
 

 

【既諮問】 

〔幼稚園関係〕 

寄附行為・設置者変更 

議案第１号 学校法人世田谷聖母学園の寄附行為認可について（世田谷区） 

議案第２号 世田谷聖母幼稚園の設置者変更認可について（世田谷区） 

 

【今回諮問】 

〔専修各種学校関係〕 

目的変更 

議案第３号 国際デュアルビジネス専門学校の目的変更認可について（台東区） 

 

法人解散・学校廃止 

議案第４号 学校法人山本国際学園の解散認可について（品川区） 

議案第５号 東京トランスナショナル日本語学校の廃止認可について（大田区） 

 

【継続審議】 

〔幼稚園関係〕 

寄附行為・設置者変更・園則変更 

議案第６号 学校法人四季の森学園の寄附行為認可について（東大和市） 

議案第７号 大和八幡幼稚園の設置者変更及び収容定員に係る園則変更認可について 

（東大和市） 

 



 

 

議案第１号 

学校法人世田谷聖母学園設立要項 

１ 名 称   学校法人世田谷聖母学園 

２ 事務所の所在地   世田谷区深沢八丁目１３番１６号 

３ 目 的 

この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、イエス・

キリストの想いと言葉を基盤として、子どもの尊厳と内在力への信頼を大切に

し、園児が、父である神のいつくしみを知って、豊かな人格の完成を目指し、

喜びと感謝の心で生きる人に育つように手助けし、育成することを目的とす

る。 

４ 設置する学校名   世田谷聖母幼稚園 

５ 役 員 
理事 ６名 星野 正道(理事長予定者) 

監事 ２名   

６ 評 議 員 １３名 

７ 資 産 総 額 ２，０５１，６６２，３４４円（正味財産２，０５１，６６２，３４４円） 

８ 

資 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産 

基 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 

財 
 
 
 
 

産 

土    地 

（園地） 

総  面  積    ３，５７７．７０㎡ 

園舎敷地 １，２２５．８３㎡ 

  運動場       ９５２．４４㎡ 

その他   １，３９９．４３㎡ 

自己所有面積  ２，７６１．２９㎡ 

（寄附者） 

 氏名 宗教法人カトリック無原罪聖母宣

教女会 

 住所 世田谷区深沢八丁目１３番１６号 

 

借用面積      ８１６．４１㎡ 

（所有者） 

氏名 宗教法人カトリック無原罪聖母宣

教女会 

 住所 世田谷区深沢八丁目１３番１６号 

建    物 

(園舎) 

総 面 積    ２，３８１．３９㎡ 

（内訳） 

保育室  ９室  ４５６．１７㎡ 

遊戯室  １室  １６３．５４㎡ 

職員室  １室    ４６．０１㎡ 

保健室  １室    ３．２３㎡ 

その他    １，７１２．４４㎡ 

自己所有面積  ２，３８１．３９㎡ 

（寄附者） 

氏名 宗教法人カトリック無原罪聖母宣

教女会 

 住所 世田谷区深沢八丁目１３番１６号 

 

機器備品

等 

  机、腰掛等 （寄附者） 

氏名 宗教法人カトリック無原罪聖母宣

教女会 

住所 世田谷区深沢八丁目１３番１６号 

運用財産   現預金等 

９ 負 債 ０円 



 

議案第２号 

世田谷聖母幼稚園設置者変更要項 

１ 学校の目的  本園は、カトリック精神に基づく愛に満ちた、身も心も健全に育つ素質を培うこと

を目的として保育する。 

２ 学校の名称  世田谷聖母幼稚園 

３ 位    置  世田谷区深沢八丁目１３番１６号 

４ 変更の時期  令和５年４月３日（予定） 

５ 変更の理由  教育条件の維持向上を図り、さらにその公共性を一層高めるため、学校法人世田谷

聖母学園を設立するものである。 

６ 設 置 者 名  （新）学校法人世田谷聖母学園（設立代表者 星野 正道） 

（旧）宗教法人カトリック無原罪聖母宣教女会 

７ 園 長 名 （新）星野 正道 

（旧）髙橋 興子 

８ 経費の見積り 

  及び維持方法 

（新）基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、

入園料収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。 

（旧）保育料、入園料、補助金等をもって維持経営する。ただし、不足を生じた場合

は、設置者の負担とする。 

９  備 考 (1) 園   地 総面積    ３，５７７．７０㎡ 

(2) 園   舎 総面積    ２，３８１．３９㎡ 

    （構造：鉄筋コンクリート造陸屋根２階建、 
鉄筋コンクリート造アルミニューム板ぶき地下１階付２階建） 

(3) 運 動 場  面積      ９５２．４４㎡ 

(4) 収容定員及び学級編制等 

（定 員）       ２８０名      

（学級数）        ９学級     

（保育年限）１年、２年及び３年 

 

 

 

 

(5) 教職員組織 

  園 長（専任）１名  教  頭（専任）１名  教  諭（専任）１７名 

  教  諭（兼任）２名  講  師（専任）１名  講  師（兼任） ６名 

事務職員（兼任）１名  その他職員（専任）１名  その他職員（兼任） ５名 

  園 医（兼任）１名  園歯科医（兼任）１名  園薬剤師（兼任） １名 

                                                    合計３８名 

(6) 設置認可年月日  昭和２４年９月６日 

 基 準 

１ 園舎総面積 

  ９２０㎡ 

２ 運動場面積 

 ８００㎡ 

３ 教 諭 数 

    ９名 

区 分 学 級 数 定 員 数 

３ 歳 児 ３  ９０ 

４ 歳 児 ３  ９５ 

５ 歳 児 ３  ９５ 

計 ９ ２８０ 

 



議案第３号  

国際デュアルビジネス専門学校 目的変更要項 

１ 学校の目的 
（新）本校は、学校教育法に基づき、日本版デュアルシステムを活用した教育も含め、観光に関わる分

野を中心とした、実社会で活躍できる人材の育成を目的とする。 

  
（旧）本校は、学校教育法に基づき、日本版デュアルシステムを活用した教育により、観光、医療及び

薬業の分野の職業に従事する者の養成を行うことを目的とする。 

 
２ 学校の名称 

国際デュアルビジネス専門学校 
  

３ 課程（分野） 
商業実務専門課程（商業実務関係） 

  の名称 

４ 位   置  台東区柳橋二丁目２０番１４号      電話 03（3866）0811 

５ 変更の時期  令和  年  月  日（認可のあった日）     

６ 変更の理由  生徒数減少に伴う医療・医薬学科の廃止のため。 

７ 設置者名   学校法人 髙村育英会（愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目２番２６号） 理事長 髙村 惠子 

８ 校 長 名  西端 茂和 

９ 経費の見積り 

  及び維持方法 

この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収

入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。 

10 課程・学科別 

  修業年限及び 

  生徒定員 

変  更  前 変 更 後  
 

課程
名 

学科名 
昼夜 
通信 

修業 
年限 

入学 
定員 

総定員 

商業実務

専門課程

（商業実

務関係） 

エアポートビ

ジネス学科 
昼 2年 40名 80名 

国際ホテル学

科 
昼 2年 200名 400名 

合 計 240名 480名 

※ 平成 30年度末に、商業実務専門課程内における

医療・医薬学科（昼・２年・総定員４０名）を廃止し

ている。 

同左 

11 校  地 変 更 前 変 更 後  

  

 

総面積       331.86㎡      

（内訳）校舎敷地  241.56㎡   

    運 動 場      ㎡   

    そ の 他   90.30㎡  

同左 

12 校  舎 変 更 前 変 更 後 

  総面積   1720.85㎡ 

（構造）鉄骨鉄筋コンクリート造 

（内訳）普通教室 11室 670.58㎡ 

    実 習 室 1室 111.75㎡ 

    図 書 室 1室 16.03㎡ 

    保 健 室 1室 13.36㎡ 

    教 員 室 1室 50.87㎡ 

    事 務 室 1室 68.00㎡ 

    便 所10箇所 77.54㎡ 

（大24箇・小9箇） 

    そ の 他   712.72㎡ 

 

 

 

同左   

基準 

 1,300㎡ 

 



13 教職員組織 変 更 前 変 更 後 

  校長（専任）  1 名  副校長     0名 

教員（専任）  5名  教員（兼任）  19名 

事務職員（専任）1名  事務職員（兼任）0名 

学校医（兼任） 1名       合計 27名 

同左 
 教員基準 

   12名 

備    考 １ 学校法人髙村育英会  平成17年1月30日 設立認可（愛知県） 

２ 法人が設置する学校   

（１）国際観光専門学校熱海校       昭和51年3月30日設置認可（静岡県） 

（２）国際観光専門学校名古屋校     昭和52年4月 1日設置認可（愛知県） 

（３）国際デュアルビジネス専門学校   昭和57年3月31日 設置認可（東京都台東区） 

（４）国際ペットビジネス専門学校熱海校 平成20年3月31日設置認可（静岡県） 

 

  
 



議案第４号 

学校法人山本国際学園解散要項 

１ 学 校 法 人 名  学校法人 山本国際学園 （ 理事長 山本 啓 ） 

２ 法人事務所所在地 
 品川区南大井六丁目２４番６号 ＤＡＩＴＯビル１０１号室 

電話０３（３７６６）２４１１ 

３ 解 散 時 期  令和  年  月  日（認可のあった日） 

４ 解 散 事 由  寄附行為に定める理事総数の３分の２以上の議決及び評議員会の議決 

５ 清 算 人 予 定 者 
（理事長）山本 啓 

（理 事）山本 啓、山本 結、小栁 宏、伊藤 猛、芳賀 芳秋 

６ 資 産 の 処 置 （１）資  産 

   資産総額                512,628,622円 

     （内訳）基本財産                    0円 

         運用財産           512,628,622円 

（２）解散及び清算諸経費（予定）        512,628,622円 

（３）差 引 残 余 財 産（予定）                   0円 

（４）残余財産の処分方法 

   残余財産が生じた場合は、私立学校法第５１条第２項の規定に基づき、

全額これを国庫に帰属させる。 

  備     考  １  学校法人設立認可年月日 

      昭和２６年 １月１９日（東京都） 

 

 ２  学校法人山本国際学園設置校   

      東京トランスナショナル日本語学校 

      平成２６年１２月 １日 設置認可（東京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第５号 

東京トランスナショナル日本語学校廃止要項 

１ 学校の名称  東京トランスナショナル日本語学校（各種学校） 

２ 位    置  大田区大森北一丁目１６番６号  電話０３（３７６６）２４１１ 

３ 廃止の時期  令和  年  月  日（認可のあった日） 

４ 廃止の理由  
借入金の返済困難及び生徒数の減少により、校地・校舎を売却し、学校の運営継続

が困難となったため。 

５ 設 置 者 名 
 学校法人 山本国際学園  理事長 山本 啓 

（品川区南大井六丁目２４番６号 ＤＡＩＴＯビル１０１号室） 

６ 校  長  名  山本 啓 

７ 生徒の処置  令和３年度末をもって全員卒業 

８ 教職員の処置  学校廃止（認可）の日までに全員退職 

９ 指導要録等の 

  保 管 方 法 
 東京都において保管する。 

10 資産の処置  １  校      地   売却により喪失 

 ２  校      舎   売却により喪失 

 ３  教具校具等   売却により喪失 

  備     考  １  校  地   総面積  ０㎡（売却前：４５６．００㎡） 

 ２  校  舎   総面積  ０㎡（売却前：９６１．５３㎡） 

 ３  総定員      １５０名（進学２年コース１００名 

進学１年６カ月コース５０名） 

４ 学校設置認可年月日   平成２６年１２月１日 設置認可（東京都） 

 

 

 

 



 

 

議案第６号 

学校法人四季の森学園設立要項 

１ 名 称   学校法人四季の森学園 

２ 事務所の所在地   東大和市奈良橋一丁目２５８番地 

３ 目 的 
この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、適当なる環境と神社神道にお

ける宗教的情操により学校教育を行うことを目的とする。 

４ 設置する学校名   大和八幡幼稚園 

５ 役 員 
理事 ６名 押本 博久(理事長予定者) 

監事 ２名   

６ 評 議 員 １３名 

７ 資 産 総 額 １３３，７７０，２１９円（正味財産１３３，７７０，２１９円） 

８ 

資 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産 

基 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 

財 
 
 
 
 

産 

土    地 

（園地） 

総  面  積         ２，５０９．５９㎡ 

園舎敷地         ６９８．８３㎡ 

  運動場            ７８３．４３㎡ 

その他        １，０２７．３３㎡ 

借用面積   ２，５０９．５９㎡ 

（所有者） 

氏名 宗教法人八幡神社 

 住所 東大和市奈良橋一丁目 

２５６番地 

建    物 

(園舎) 

総 面 積            ８２０.２３㎡ 

（内訳） 

保育室      ９室 ４７９．９１㎡ 

遊戯室         １室 １４２．３３㎡ 

職員室(保健室兼)１室   ２８．９８㎡ 

その他              １６９．０１㎡ 

自己所有面積    ８２０．２３㎡ 

（寄附者） 

氏名 宗教法人八幡神社 

 住所 東大和市奈良橋一丁目 

２５６番地 

 

機器備品

等 

  机、腰掛等 （寄附者） 

氏名 宗教法人八幡神社 

住所 東大和市奈良橋一丁目 

２５６番地 

運用財産   現預金等 

９ 負 債 ０円 



 

議案第７号 

大和八幡幼稚園設置者変更及び収容定員に係る園則変更要項 

１ 学校の目的  
この幼稚園は、学校教育法第２２条、及び第２３条にしたがって幼児を保育し、適当

なる環境を与えて心身の発達を助長し、また健康生活に必要なる基本的生活習慣を身に

つけさせ、あわせて神社神道による宗教情操を涵養することを目的とする。 

２ 学校の名称  大和八幡幼稚園 

３ 位    置 東大和市奈良橋一丁目２５８番地 

４ 変更の時期  令和５年４月３日（予定） 

５ 変更の理由  教育条件の維持向上を図り、さらにその公共性を一層高める為、学校法人四季の森学

園を設立するとともに、実員にあわせて収容定員を変更する。 

６ 設 置 者 名  （新）学校法人四季の森学園 (設立代表者 押本 博久) 

（旧）宗教法人八幡神社 

７ 園 長 名   押本 博久 

８ 収容定員及び 

  学級編成等 

 

 

[変更後] 

（ 定 員 ） １７５名 

（学級数） ６学級 

（保育年限）１年、２年 

及び３年 

 

 

 

 

９ 経費の見積り 

  及び維持方法 

（新）基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入園

料収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。 

（旧）保育料、入園料、補助金等をもって維持経営する。ただし、不足を生じた場合は、

設置者の負担とする。 

10 備    考 (1) 園   地 総面積  ２，５０９．５９㎡ 

(2) 園   舎 総面積    ８２０．２３㎡ 

 （構造：木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建、鉄筋コンクリート造陸屋根２階建、 

     鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建、鉄筋コンクリート造陸屋根平家建） 

(3) 運 動 場  面積    ７８３．４３㎡ 

 (4) 教職員組織 

      園  長（専任）１名   副 園 長（専任）１名 

   教  諭（専任）７名   その他職員（兼任）９名 

   事務職員（兼任）１名   園   医（兼任）１名 

   園歯科医（兼任）１名   園 薬 剤 師（兼任）１名   合計２２名 

 (5) 設置認可年月日  昭和４３年８月２２日 

 基 準 

１ 園舎総面積 

  ６２０㎡ 

２ 運動場面積 

  ５６０㎡ 

３ 教 諭 数 

    ６名 

区 分 
変 更 前 変 更 後 

学級数 定員数 学級数 定員数 

３ 歳 児 ３ １００ ２ ５５ 

４ 歳 児 ４ １１０ ２ ６０ 

５ 歳 児 ４ １１０ ２ ６０ 

      計 １１ ３２０ ６ １７５ 
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